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議
会
か
ら
お
し
ら
せ
で
す

　

議
員
定
数
に
つ
い
て
は
、
近
隣
の
市
議

会
が
定
数
を
見
直
し
て
い
る
近
年
の
状
況

に
加
え
、
行
財
政
改
革
の
側
面
か
ら
も
、

19
年
春
以
降
、
議
会
内
で
課
題
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
昨
年
12
月
25
日
付
で
８
名
の

議
員
で
構
成
す
る
「
議
員
定
数
等
検
討

委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、
三
田
市
に
お
い

て
の
議
会
の
役
割
（
上
図
参
照
）
を
よ

り
効
果
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、
議
員
定

数
や
報
酬
、
政
務
調
査
費
な
ど
を
多
角

的
に
検
討
し
ま
す
。
6
月
ま
で
に
結
論
を

出
す
予
定
で
議
論
し
て
い
ま
す
。

　

同
委
員
会
の
構
成
議
員
は
次
の
と
お

り
で
す
。
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議
員
定
数
等
検
討
委
員
会

議
員
に
つ
い
て

よ
く
あ
る
質
問

Ｑ　

市
議
会
議
員
の
身
分

は
？

Ａ　

非
常
勤
の
特
別
職
公

務
員
で
す
。

Ｑ　

市
議
会
議
員
は
年
間

に
何
日
仕
事
を
す
る
の
？

Ａ　

会
議
に
は
、
予
算
や

条
例
な
ど
の
議
案
を
審
議

す
る
本
会
議
、
常
任
委
員

会
、
特
別
委
員
会
。
議
事

を
調
整
す
る
議
会
運
営
委

員
会
。
そ
の
ほ
か
議
員
総

会
や
懸
案
事
項
を
検
討
す

る
任
意
設
置
の
委
員
会
な

ど
多
く
の
会
議
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
要
望
や
生
の
声
を
聞
く

こ
と
も
議
員
の
大
切
な
仕

事
で
す
。
個
人
差
は
あ
り

ま
す
が
、
ほ
ぼ
毎
日
、
議

員
と
し
て
の
活
動
を
し
て

い
ま
す
。

Ｑ　

市
議
会
議
員
の
報
酬

は
？

Ａ　

報
酬
月
額
は
市
の
報

酬
審
議
会
の
答
申
を
得
て

条
例
で
決
め
ら
れ
て
お
り
、

減
額
改
定
し
た
16
年
４
月

以
降
、
議
長
は
62
万
３
千

円
、
副
議
長
が
53
万
８
千

円
、
議
員
は
49
万
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

 

報
酬
の
額
は
、
自
治
体
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
近

隣
の
市
（
尼
崎
・
西
宮
・

伊
丹
・
芦
屋
・
川
西
・
宝
塚

市
）
の
一般
の
議
員
の
平
均

は
約
62
万
9
千
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

Ｑ　

市
議
会
議
員
に
退
職

金
は
あ
る
の
？

Ａ　

あ
り
ま
せ
ん
。

　
議
会
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
、
議
員

の
審
議
能
力
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
す
。
そ
の
た
め
議
員
の
調
査
研
究
に

必
要
な
費
用
の
一
部
を
市
か
ら
支
出
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
政
務
調
査
費
で
す
。
三

田
市
議
会
で
は
、
議
員
一
人
に
対
し
一
月

４
万
５
千
円
を
上
限
に
会
派
に
交
付
し
て

い
ま
す
。

　

政
務
調
査
費
と
し
て
使
え
る
内
容
は
、

条
例・規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

一
年
間
の
支
出
の
内
容
（
収
支
報
告
書
・

領
収
書
）
を
議
長
あ
て
に
提
出
し
、
公
開

を
し
て
い
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
議
会
事
務
局
ま
で
お

願
い
し
ま
す
。

政
務
調
査
費
の
領
収
書
を

公
開
し
て
い
ま
す
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次
回
の
定
例
会
は
、
次
の
日
程
で
行
う
予

定
で
す
。
新
年
度
予
算
を
決
定
す
る
３
月

定
例
会
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

２
月
27
日　

本
会
議
第
１
日

　
　
　
市
長
の
新
年
度
施
政
方
針
説
明

２
月
29
日　

正
午

　
　
　
請
願
書
・
陳
情
書
し
め
き
り

３
月
６
日　

本
会
議
第
２
日

　
　
　
議
員
に
よ
る
質
問

３
月
７
日　

本
会
議
第
３
日

　
　
　
議
員
に
よ
る
質
問

３
月
10
日　

常
任
委
員
会

　
　
　
議
案
の
審
査

３
月
11
日　

常
任
委
員
会

　
　
　
議
案
の
審
査

３
月
13
日　

本
会
議
第
４
日

　
　
　
19
年
度
関
係
議
案
の
表
決

３
月
14
日　

３
月
17
日　

３
月
18
日　

３
月
19
日　

　
　
　
新
年
度
予
算
案
の
審
査

３
月
27
日　

本
会
議
第
５
日

　
　
　
新
年
度
予
算
等
の
表
決
・
閉
会

　

本
会
議
及
び
常
任
委
員
会
は
、
市
役
所

本
庁
舎
２
階
の
議
場
・
議
会
会
議
室
で
行
い

ま
す
。
予
算
特
別
委
員
会
は
西
３
号
庁
舎

（
旧
市
民
会
館
）
で
行
い
ま
す
。

３
月
定
例
会
の
予
定

　

目
の
不
自
由
な
方
に
も
、
議
会
の
活
動

を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、「
声
の
議
会
だ

よ
り
」
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
、

議
会
事
務
局

☎
5
5
9-

5
1
6
2

ま
で
お
問
い
合
わ

せ
下
さ
い
。

声
の
議
会
だ
よ
り
を
発
行
し
て
い
ま
す

議
会
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
？

市政や市民サービスをチェックしています！市民の目線で
　皆さんが選挙によって選んだ市長は、市役所職員を通じて市民サービスを行います。一方、市民の代表である議員が
構成する議会は、市長から独立した対等な立場にあります。議会は、市長の提案する予算案、条例案、事業計画などを
審議し、三田市の意思を最終的に決定(議決)する役割があります。また、議会は、市政が適切におこなわれているかチェッ
ク ( 監視 ) し、政策提案し、市長に実現を働きかけます。
　市民の皆さんと議会、市長の関係を図にしてみると、このようになります。

　議会は市民の代表として、市民の皆さんの意見をもとに、市役所が行う市民サービスを点検・提案して
います。ご要望をどんどんお聞かせください。

す
る
と
こ
ろ
で
す

1

審
議
2

監
視
3

提
案

市　　民

議 員 議  会

市 長市　役　所（執行機関）

①議案の審議

　市長から提出
された議案(予算
案や条例、1億5
千万円以上の工
事の契約など)を
審議します。
　問題がなけれ
ば可決しますが、
議会が修正する
こともあります。
市役所は、議会が
可決して初めて
事業を行うこと
ができます。

②執行機関の監視
　常に効率的で公
正な行政が行われ
るよう市役所の活
動を監視します。そ
のため議会は、市役
所の事務を検査、調
査したり、監査を請
求できます。

③政策提案
　積極的に政策を
考え、本会議や委員
会を通じて当局に
提案します。また、
議員には、議案を議
会に直接提出でき
る権利も与えられ
ています。

審  議

予算や条例などを議会に提案

サ
ー
ビ
ス

の
提
供

要望

選挙で選ぶ
（4年毎）
選挙で選ぶ
（4年毎）

要望

選挙で選ぶ
（4年毎）
選挙で選ぶ
（4年毎）

監視
・
提案

予
算
特
別
委
員
会

＊ご意見・ご感想をお寄せ下さい＊
TEL：079-559-5162（直通） 　FAX：079-564-2992　E-mail：gikai_u@city.sanda.lg.jp




